
六
斎
市
の
成
立
【
6
2】

(
l
)
 

「
城
端
町
旧
記
」
（
金
沢
市
立
図
書
館
蔵
）

[
―
五
七
三
]
に
井
口
な
ど
か
ら
城
端
へ
市
が
移
転
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
同
書
は

一
0
0
年
以
上
経
過
し
た
元
禄
六

年

[
-
六
九
三
]
に
出
来
た
も
の
で
あ
り
、
不
確
か
で
あ
る
。

ぼ
っ
こ
う

近
世
は
商
品
貨
幣
経
済
が
勃
興
し
た
時
代
で
あ
り
、
諸
豪
族
（
こ
の
地
で
は
お
そ
ら
く
荒
木
氏
）
も
機
運
に
の
っ
て
市

場
を
立
て
、
支
配
圏
内
の
富
国
強
兵
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

天
正

一
0
年

[
-
五
さ

―]
代
に
は
前
田
氏
の
勢
威
が
確
立
さ
れ
、
慶
長
年
[
-
六
0
0
]
代
に
か
け
て
盛
ん
に
市
場

を
立
て
て
い
る
。
天
正

一
三
年

[
-
五
八
五
]
に
は
七
の
日
に
北
野
村
に
市
を
、

に
、
慶
長

―一

年

[
-
六
0
六
]
以
前
に
立
野
村
に
市
を
立
て
て
い
る
。

(2
)
 

天
正
九
年
[
-
五
八

―
]
井
波
瑞
泉
寺
が
北
野
村
に

一
時
移
転
し
て
お
り
、
「
瑞
泉
寺
文
書
」
に
よ
る
と
豊
臣
秀
吉
が

せ
い
さ
つ

天
正

二
二
年

[
-
五
八
五
]
八
月
、
こ
の
寺
を
戦
火
か
ら
守
る
た
め
の
制
札
を
掲
げ
て
い
る
。

(3
)し
ょ

じ

お

ふ

れ

ぬ
き
が
き

(4
)

「
諸
事
御
触
抜
書
」
（
武
田
氏
蔵
）
、
「
城
端
等
御
印
物
旧
記
」
（
折
橋
礼

一
蔵
）
に
よ
る
と
、
天
正
一
三
年
九
月
に
利
長

ら
く
い
ち
ら
く
ざ

（
加
賀
二
代
藩
主
）
が
北
野
村
に
市
を
立
て
て
、
こ
れ
を
保
護
す
る
制
札
を
出
し
て
い
る
。
当
然
楽
市
楽
座
と
い
う
参
加

制
限
の
な
い
自
由
な
取
引
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
5
)

（

6
)
 

市
の
日
に
つ
い
て
は
、
「
城
端
町
古
文
書
」

（金
沢
市
立
図
書
館
蔵
）
・
「
諸
事
御
触
抜
書
」
に
よ
る
と
、
月
の
う
ち
四
と

ろ
く
さ
い
い
ち

(
1
0
の
日
の
六
斎
市
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
「
城
端
町
旧
記
」
に
よ
る
と

一
0
の
日
は
井
口
、
四
の
日
は
山
田
の
市

日
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
二
市
を
廃
止
し
て
六
斎
市
の
設
定
が
可
能
に
な
っ
た
。

III 
＾
 

ヽ 城
端
町
の
成
立

市
場
町
と
し
て
成
立

一
四
年
[
-
五
八
六
]
に
は
篠
河
村

い
ち

は
、
城
端
の
市
の
始
め
を
伝
え
る
唯

一
の
史
料
で
あ
る
が
、
天
正
元
年

(
1
)
城
端
町
旧
記

城
ケ
端
町
と
申
は
百
弐
拾
年
已
前
に
相
立
申
義
二
御

座
候
。
其
時
分
井
ノ
ロ
と
申
す
所
…
…
ニ
ケ
所
引
越

城
ケ
端
建
申
義
二
候
得
ば
…
…

(
2
)
瑞
泉
寺
文
書

禁
制

一
、
軍
勢
甲
乙
人
等
乱
妨
狼
藉
事

一
、
放
火
之
事

一
、
対
寺
内
町
人
、
不
謂
俵
申
懸
之
事

右
条
々
堅
令
停
止
之
屹
。
若
違
犯
之
輩
在
之
者
、
速

可
処
厳
科
者
也
。

天
正
十
三
年
八
月

(
3
)
諸
事
御
触
抜
書

定一
、
如
前
々
市
可
立
之
、
若
非
分
申
懸
聟
参
在
之

者
、
可
注
進
、
忽
可
加
成
敗
事
。

一
、
羅
く
市
楽
座
た
る
へ
き
事
。

一
、
国
質
所
質
御
停
止
之
事
。

右
条
々
於
違
犯
族
者
、
可
処
罪
科
者
也
。
利
勝

天
正
十
三
年
十
月
九
日

直

海

郷

北

野

村

(
4
)
城
端
等
御
印
物
旧
記

同天
正
十
三
年
九
月

(
5
)
城
端
町
古
文
書

城
ケ
端
町
先
年
よ
り
立
来
申
六
斎
之
市

(
6
)
諸
事
御
触
抜
書

一
、
城
ケ
端
町
市
日
四
日
十
日
十
四
日
二
十
日
二
十

四
日
晦
日
六
斎
立
来
申
候

判

越
中
国
北
野
寺
内
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皿 城端町の成立

め

ぬ

場
所
は
善
徳
寺
の
門
前
、
東
上
町
と
西
上
町
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
目
貰
き
町
で
あ
っ
て
格
好
の
地
で
あ
り
、
こ
の
二
町

を
六
か
所
に
区
画
し
て
、
月
六
回
の
市
開
設
を
持
ち
回
り
に
し
た
。

北
野
の
市
の
移
転
【
6
6】

ま
え

だ

な

が

た

ね

い

ち

ふ

だ

そ
の
後
慶
長
九
年
[
-
六
0
四
]
八
月
に
は
新
た
に
七
の
日
に
市
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
田
長
種
の
市
札
が

(7
)
 

「
城
端
町
古
文
書
」
「
城
端
等
御
印
物
旧
記
」
「
諸
事
御
触
抜
書
」
に
残
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
慶
長
元
年
[
-
五
九
六
]

に
瑞
泉
寺
が
井
波
へ
復
帰
し
、
城
端
の
六
斎
市
な
ど
に
よ
っ
て
従
来
の
七
の
日
の
北
野
の
市
が
衰
退
し
た
た
め
廃
止
し
、

し
も
ま
ち

か
つ
下
町
に
市
が
開
か
れ
た
。

こ
う
し
て
城
端
の
市
は
九
斎
市
と
な
り
、
南
砺
三
か
所
の
市
場
が
城
端
に
集
中
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
市
場
を
中
心
と

し
た
物
資
の
取
引
が
、
次
第
に
常
設
店
舗
に
移
っ
た
こ
と
を
示
し
、
市
は
常
設
店
舗
の
繁
盛
の
た
め
の
客
寄
せ
に
も
利
用

新
市
設
置
の
請
願
【
6
7】

か
み
ま
ち

上
町
と
下
町
の
市
は
次
第
に
上
町
が
圧
倒
し
、
下
町
は
振
る
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
元
和
九
年
[
-
六
二
三
]
三
月

た

い

て

ん

き

き

ん

す

い

ぴ

の
大
火
で
全
焼
し
て
市
も
退
転
し
た
。
再
興
を
図
っ
た
が
寛
永

一
八
年
[
-
六
四

―
]
か
ら
の
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
衰
微
し

(
8
)
 

こ
の
こ
ろ
に
新
典
の
大
工
町
・
新
町
か
ら
町
役
人
に
市
の
開
設
願
い
が
あ
る
。
「
城
端
古
文
書
」
に
よ
る
と
七
の
日
の

の

げ

市
を
希
望
し
た
。
附
近
の
野
毛
町
・
御
坊
町
・
東
新
田
町
の
者
が
便
利
に
な
る
。
こ
の
五
町
は
近
年
物
資
の
売
買
に
困
難

し
、
商
売
も
不
振
で
あ
る
と
し
て
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
開
設
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。

市
場
の
管
理
【
6
8】

い
ち
ふ
だ

市
場
の
設
置
・
廃
止
に
は
藩
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。

証
と
し
て
藩
主
の
印
を
押
し
た
市
札
を
下
付
し
た
。

か
い
さ
く
ほ
う

延
宝
二
年

[-
六
七
四
]
藩
は
市
札
を
回
収
し
た
。
こ
の
こ
ろ
は
加
賀
藩
の
農
政
で
あ
る
改
作
法
が
完
成
し
た
時
期
で

じ
ょ
う
き
ょ
う

あ
り
、
改
作
法
以
前
の
雑
多
な
特
権
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

貞
享

三
年

[
-
六
八
六
]
の
今
石
動
奉
行
と
町
役

(9
)

（

10) 

人
と
の
往
復
文
書
が
残
る
。
「
諸
事
御
触
抜
書
」
と
「
城
端
町
古
文
書
」
で
あ
る
。
市
札
の
回
収
と
新
札
不
交
付
は
市
場

経
営
に
支
障
が
あ
る
と
の
訴
え
に
対
し
、
市
札
回
収
は
市
場
衰
微
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
下
町
に
七
の
つ
い
た
日
の
市

て
い
た
。

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

貞
享
三
年

今
石
動
奉
行
・
篠
嶋
豊
前

前
田
対
馬
長
種
判

(
7
)
城
端
町
古
文
書

定

城

ケ

鼻

下

町

当
町
市
日
前
々
立
来
外
、
七
日
十
七
日
二
十
七
日
北

野
村
市
日
た
り
と
い
へ
ど
も
、
近
年
た
い
て
ん
に
付

而
、
城
ケ
端
下
町
へ
渡
候
条
、
如
御
札
可
立
之
者

也
。慶

長
九
年
八
月
十
三
日

(
8
)
城
端
古
文
書

乍
恐
大
工
町
新
町
之
者
共
申
上
候

大
工
町
通
り
新
町
両
所
二
毎
月
七
日
十
七
日
二
十
七

日
月
二

三
才
之
市
日
申
請
度
奉
存
候
。
…
・・・
近
所
野

毛
町
通
り
御
坊
町
東
新
田
町
迄
も
皆
々
用
所
か
な
い

．．．．．． 

大
工
町
・
新
町
四
十
七
名

寛
文
九
年
五
月
十
五
日

町
役
人
殿

(
9
)
諸
事
御
触
抜
書

城
ケ
端
下
町
市
札
御
印
之
物
並
対
馬
殿
添
札
共
、

延
宝
弐
年
二
手
前
添
札
二
而
御
釘
用
場
へ
上
之
候
処

二
、
其
時
分
分
立
不
申
、
…
…
今
石
動
奉
行
・
篠
嶋
塁
前

貞
享
三
年
六
月
二
十
五
日

町
年
寄
•
町
肝
煎

(10)
城
端
町
古
文
書

…
…
同
下
町
二
市
無
御
座
候
処
、
直
海
郷
北
野
村
二

七
日
十
七
日
二
十
七
日
市
日
利
勝
様
御
代
天
正
三
年

二
市
御
札
被
為
成
下
用
来
候
得
共
、
市
場
相
立
不
申

ニ
付
、
城
ケ
端
下
町
之
者
共
納
得
を
以
…
…

町
年
寄
•
町
肝
煎
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商
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

同
年
六
月
に
は
円
徳
屋
伊
右
衛
門
（
古
老
で
あ
ろ
う
）
が
今
石
動
奉
行
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
市
の
変
遷
と
下
町
で
の
市

こ
う
じ
ょ
う

を
復
典
し
た
い
旨
の
口
上
が
「
城
端
町
古
文
書
」
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

市
場
の
変
遷
【
7
1】

(11
)
 

貞
享
三
年

[
-
六
八
六
]
に
下
町
の
市
が
復
興
し
て
以
来
、
し
だ
い
に
上
町
の
市
が
圧
迫
さ
れ
た
。
「
諸
事
御
触
抜

書
」
に
よ
る
と
享
保
九
年
[
-
七
二
四
]
に
は
中
町
で
の

一
四
日
市
復
典
を
願
い
出
て
打
開
を
図
っ
た
。
こ
の

一
四
日
市

み

せ

は
既
に
延
宝
九
年
[
-
六
八

―
]
に
市
再
活
の
許
可
を
得
て
「
と
う
じ
ん
見
世
」
と
称
し
て
主
に
衣
類
販
売
を
し
て
い

た
。
そ
の
際
の
写
し
を
証
拠
と
し
て
嘆
願
し
、
中
町
で
の
市
は
内
諾
を
得
た
。

よ
り
き

さ
ら
に
「
諸
事
御
触
抜
書
」
に
よ
る
と
、
奉
行
所
与
力
か
ら
中
町
の

一
四
日
市
の
権
利
確
認
な
ど
の
書
面
を
入
手
し
、

み
せ
わ
り
み
せ
が
し
ら

正
式
に
中
町
市
場
の
店
割
と
店
頭
を
添
え
て
「
城
端
町
旧
記
」
に
あ
る
請
書
が
提
出
さ
れ
た
。

(12
)
 

中
町
が
旧
来
の
開
設
権
を
回
復
す
る
と
、
こ
の
年
の
う
ち
に
上
町
の
市
場
が
次
々
と
再
典
を
図
っ
た
。
「
城
端
町
古
文

書
」
に
は
、
上
町
が
古
来
か
ら
の
特
権
を
主
張
し
た
復
興
願
が
残
る
。
四
通
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

享
保

一
五
年
[
-
七
三
O
J

し
か
し
各
市
の
自
然
的
発
展
の
勢
い
に
押
さ
れ
、
上
町
が
特
権
を
守
る
に
は
不
断
の
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

の
下
町
に
お
け
る
犯
則
者
（
店
貸
人
）
調
査
書
上
げ
に
よ
る
と
、
店
屋
六
軒
、
延
間
数
二

七
間
が
違
反
に
及
ん
で
い
る
。
上
町
で
は
自
己
防
衛
の
た
め
に
共
通
利
益
確
保
の
行
動
に
出
た
。
こ
れ
は
、
西
上
町
の
魚

(13
)
 

商
人
た
ち
が
店
を
開
か
な
い
た
め
、
市
場
仲
間
が
共
同
し
て
開
店
す
る
よ
う
申
立
し
た
「
城
端
町
有
文
書
」
に
見
ら
れ

市
場
の
経
営
【
7
6】

享
保
九
年
[
-
七
二
四
]
西
上
町
四
の
日
の
市
場
が
「
と
う
じ
ん
見
世
」
と
「
肴
見
世
」
に
分
け
ら
れ
、

三
三
人
の

店
（
呉
服
・
着
物
商
）

時
代
は
下
る
が
延
宝
九
年
[
-
六
八

―
]
の
記
録
に
よ
る
と
、
市
場
の
経
営
が
乱
れ
、
古
来
の
秩
序
で
経
営
す
る
た
め

(14
)

あ

い

も

の

と
う
じ
ん

の
仕
切
り
方
法
を
書
き
上
げ
た
「
城
端
町
古
文
書
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
市
場
の
店
は
四
十
物
店
（
雑
貨
商
）
と
唐
人

に
、
ま
た
内
店
（
店
舗
内
）
、
か
ど
店
（
軒
先
）
、
店
不
打
（
露
天
）
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
店

る
。

の
新
札
が
許
さ
れ
て
い
る
。

(11)

諸
事
御
触
抜
書

曹
付
以
申
上
候

城
端
先
年
市
場
之
義
東
町
西
町
両
町
二

三
ケ
所
宛
市

場
二
而
、
私
共
居
町
ハ
中
町
十
四
日
市
場
二
御
座

候
。
然
所
二
私
共
方
ニ
ハ
何
頃
…
…

上
田
屋
市
右
衛
門
他
六
名

享
保
九
年
十
二
月
五
日

今
石
動
奉
行
所

(13)
城
端
町
有
文
書

西
上
町
魚
商
売
人
…
…
等
軒
続
に
罷
在
…
…
右
人
々

去
年
迄
無
解
怠
市
場
見
世
借
出
魚
小
売
仕
候
処
、
春

来
市
場
へ
出
候
て
も
商
無
之
杯
と
申
立
、
：
・
…
市
場
仲
間

(14)
城
端
町
古
文
書

一
、
城
ケ
端
町
市
日
四
日
十
日
十
四
日
二
十

H
二
十

四
日
晦
日
此
三
才
之
市
六
ケ
所
二
先
規
ヨ
リ
立
来
候

所
二
、
古
豊
前
様
之
時
分
右
市
場
猥
之
義
御
座
候
…

市
場
定
之
事

見
世
賃
定
之
事

右
市
場
町
定
之
義
品
々
悔
二
承
届
得
其
意
：
…
・

東
町
人
々
他
七
か
町

延
宝
九
年
三
月
十
三
日

(12)
城
端
町
古
文
書

古
文
書
四
通
（
省
略
）

享
保
九
年
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城端町の成立

べ
き
も
の
が
あ
る
。

次
に
―

二
0
年
前
の
天
正
元
年
[
-
五
七
三
〕

（
城
端
町
の
町
建
年
）
に
来
住
し
た
も
の

一
五
名
を
み
る
と
、
注
目
す

§i.‘ ク
[4‘

J,h̀
 ヽ

の
五
軒
が
来
住
し
て
い
る
。

l
i
f
i
品
≫
ヽ
み
＾

t“
rー，
 

サ
i
 `

 

下
町
）
と
見
座
屋
八
右
衛
門
（
絹
布
商
・
西
下
町
）
が
、

東
下
町
）
が
、

・
9
‘
 

々

，
 
i
・
1
a
9
 

生

a
1
"ト`“沿
<

――-

Ii
 

に
な
る
。

一よ
鼻
，

il

町
人
の
来
住
【
8
1】

町
の
成
長
過
程
を
知
る
最
良
の
史
料
が
残
る
。
元
禄
六
年

ち
ゅ
う
ひ
と
ぴ
と
て
ま
え
し
な
じ
な
お
ぼ
え
が
き
ち
ょ
う

中
人
々
手
前
品
々
覚
書
帳
」
九
冊

二、

類
は
別
の
場
所
で
開
市
し
た
が
、
天
明
五
年
[
-
七
八
五
]

店
賃
は
時
期
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
い
て
、
盆
前
後
と
年
暮
れ
が
最
も
繁
盛
す
る
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
野
菜

む

ら

か

が

み

ち

ょ

う

ま

か

な

の
「
村
鑑
帖
」
に
よ
る
と
日
常
必
需
品
は
こ
の
市
場
で
賄

在
郷
町
と
し
て
の
成
長

う
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

賃
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

[
―
六
九
三
]

「
元
禄
六
年
品
々
帳
」

と
い
う
。）
七
月
、

町
内
ご
と
に
報
告
さ
れ
た
「
組

で
あ
る
。

し
ゅ
う
し

こ
れ
は
、

一
軒
ご
と
に
屋
号
・
名
前
・
来
住
年
・
元
居
住
地
・
主
人
の
年
齢
・
宗
旨
・
寺
・
家
職
・
家
の
間
口
奥
行
・

歩
数
・
地
子
米
・
軒
役
・
畠
方
年
貢
米
•
町
の
役
職
·
請
人
関
係
。

家
族
の
名
前
・
年
齢
・
宗
旨
な
ど
。

特
に
妻
に
つ
い

げ

に

ん

げ

じ

ょ

て
は
親
家
の
住
地
・
名
前
を
詳
記
し
て
い
る
。
ま
た
下
人
下
女
に
つ
い
て
も
出
身
地
・
親
の
名
前
を
記
し
て
い
る
。
こ
の

（
以
下

よ
う
に
元
禄
六
年
当
時
の
全
部
を
尽
く
し
、
こ
れ
を
材
料
に
し
て
各
種
の
統
計
的
処
理
も
可
能
で
あ
る
。

ら
い
じ
ゅ
う

町
は
附
近
の
農
村
か
ら
庶
民
が
来
住
し
て
成
長
し
た
が
、
来
住
の
年
代
を
一

0
年
単
位
で
考
察
し
て
み
る
と
次
の
よ
う

あ
そ
ぶ
む
ら

元
禄
六
年
[
-
六
九
三
]
よ
り

一
四

0
年
前
の
天
文
二
二
年
[
-
五
五
三
]
に
遊
部
村
か
ら
紺
屋
新
左
衛
門
（
紺
屋
・

―
二
二
年
前
の
元
亀
二
年
[

-
五
七

―
]
に
見
座
村
（
五
か
山
）
か
ら
見
座
屋
五
郎
右
衛
門
（
絹
商
•
西

―
ニ
―

年
前
の
元
亀
三
年

[
-
五
七
三
に
中
村
か
ら
中
村
屋

忠
左
衛
門
（
小
間
物
商
・
東
下
町
）
と
中
村
屋
源
右
衛
門
（
絹
商
・
西
下
町
）

ま
ち
だ

こ
の
五
名
は
町
建
て
以
前
に
農
民
と
し
て
住
み
つ
い
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

／ 
が
ふ
~
令i
i

を
‘
え
じ
パ

『
重
•

≪入

元緑品々帳（その一）元禄6年作成報告された城端町の
戸籍
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に
西
上
・
下
町
と
東
上
・
下
町
に
奉
公
し
て
い
る
。

大
工
小
平
次
が
金
沢
出
身
で
あ
る
の
を
例
外
と
し
て
、
す
べ
て
城
端
近
郊
の
砺
波
郡
か
ら
来
住
し
て
い
る
。
職
業
は
、

職
人
が
大
工
三
軒
と
鍛
冶

一
軒
。
商
人
は
絹
商
売
七
軒
・
酒
造
二
軒
・
蔵
宿

一
軒
。
外
の
職
業
と
し
て
絹
手
前
機
か
ち
ゃ

庄
右
衛
門
が
い
る
が
、
屋
号
か
ら
し
て
鍛
冶
屋
を
し
て
い
た
も
の
が
没
落
し
て
機
織
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

天
正
元
年
に
来
住
し
た
町
人
は
何
軒
だ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
元
禄
六
年
[
-
六
九
三
]
に
残
っ
た

一
五

く

さ

わ

以
上
の
二
0
軒
に
天
正

一
0
年

[
-
五
八
二
]
ま
で
に
来
住
し
た
も
の
四
五
軒
を
加
え
た
六
五
軒
が
、
初
期
草
分
け
町

人
の
階
層
で
あ
っ
て
、
町
の
中
央
部
に
広
い
屋
敷
を
構
え
、
多
く
の
下
人
下
女
を
も
っ
て
手
広
く
（
町
役
人
と
し
て
も
）

天
正

一
0
年
以
後
は

一
0
年
間
に
二
、
三
0
軒
ず
つ
増
加
す
る
が
、
元
禄
六
年
か
ら
五

0
年
前
の
党
永
二
0
年

[
-
六

四

―-]
ご
ろ
か
ら
急
速
に
成
長
し
て
く
る
。
と
く
に
慶
安
四
年
[
-
六
五

―]

に
加
賀
藩
が
改
作
法
を
始
め
明
暦
二
年

き
き
ん

[
―
六
五
六
]
に
実
施
し
た
こ
と
に
、
寛
永
の
飢
饉
の
影
評
も
加
え
て
、
延
宝
元
年
[
-
六
七
三
]
か
ら
は
加
速
的
に
戸

数
が
増
え
た
。
特
に
西
新
田
町
は
炭
安
二
年

[
-
六
四
九
]
に
開
町
さ
れ
て
以
来

―二
七
軒
に
増
加
し
、
東
新
田
町
も
八

住

地

【
8

4】

(15
)

ぶ

ん

け

来
住
年
に
関
係
な
く
前
居
住
地
を
整
理
し
た
「
表
」
に
よ
る
と
、
合
計
六
八
六
軒
の
う
ち
砺
波
郡
三
六
0
軒
、
居
町
分
家

一
六
三
軒
、
五
か
山
八
八
軒
な
ど
で
あ
り
、
圧
倒
的
に
砺
波
郡
が
多
い
。

な
お
、
金
沢
よ
り
二
六
軒
来
住
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と
の
町
人
は
三
軒
で
あ
る
。
ま
た
、
越
前
よ
り
六
軒
、
尾
州
清

洲
よ
り
三
軒
、
美
濃
刈
安
よ
り

一
軒
の

一
0
軒
が
町
人
で
、
他
の
数
十
軒
は
農
村
出
身
で
あ
り
、
来
住
に
よ
っ
て
町
人
と

な
っ
た
も
の
だ
。

来
住
及
び
他
出
奉
公
人
【
8
6】

(16)
ほ
う
こ
う
に
ん

町
に
召
し
使
っ
て
い
る
奉
公
人
の
各
町
別
出
身
地
を
み
る
と
、
下
人

一
五
七
人
、
下
女
六

一
七
人
の
計
七
七
四
人
が
主

出
身
地
で
み
る
と
、
砺
波
郡
か
ら
五

0
五
人
、
当
町
か
ら

一
八
三
人、

五
か
山
か
ら
八
二
人
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
当

(15)

元
禄
六
年
品
々
帳

前
居
住
地
を
整
理
し
た
「
表
」

6
 
8
 
6
 

計

フE 四
軒
増
え
て
一
〇
六
軒
に
な
っ
た
。

営
ん
で
い
た
。

軒
は
い
ず
れ
も
特
権
的
色
彩
の
強
い
町
人
で
あ
っ
た
。

3
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元緑品々帳 （その二）
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城端町の成立

さ
ら
に
元
禄
六
年

町
出
身
奉
公
人
の
う
ち
町
名
の
明
白
な
も
の

―
二
二
人
を
整
理
す
る
と
、
西
新
田
町
か
ら
五
二
人
、
東
新
田
町
か
ら
ニ―

人
と
、
こ
の
両
町
が
供
給
源
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
両
町
は
加
賀
藩
の
改
作
法
実
施
後
に
急
速
に
軒
数
を
増
や
し
た
地
域

し
じ
ょ

一
部
の
者
や
子
女
が
町
家
奉
公
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
当
町
か
ら
他
所
へ
奉
公
に
出
て
い
る
者
は
わ
ず
か
三
四
名
で
、
内
三一

名
は
男
で
あ
り
、
金
沢
の
町
人
や
武
家

奉
公
が

一
九
名
と
大
部
分
を
占
め
る
。

改
作
法
後
来
住
町
人
の
職
業
構
成
【
8
7】

(17
)
 

元
禄
六
年
[
-
六
九
三
]
当
時
の
西
新
田
町
（
全
て
の
住
民
が
改
作
法
の
影
押
で
農
村
か
ら
出
た
と
考
え
ら
れ
る
）

職
業
構
成
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

―二
五
軒
の
町
に
三
0
種
類
も
の
職
業
が
あ
り
、
そ
の
専
業
・
兼
業
を
合
わ
せ
る
と

一
八
七
種

ざ

い

ご

う

ち

ょ

う

ひ

よ

う

か

せ

ぎ

類
に
も
達
す
る
。
こ
れ
は
在
郷
町
の
性
格
を
示
し
、
職
業
も
日
用
稼
な
ど
の
肉
体
労
働
が
多
く
、
商
業
の
場
合
で
も
小

対
照
的
な
の
が
最
も
古
い
東
上
町
で
、
こ
の
町
の
本
家
四
三
軒
を
み
る
と
、
絹
商
売
が
圧
倒
的
に
多
く
、
専
業
・
兼
業

ほ

ん

け

を
合
わ
せ
る
と
三
六
軒
に
達
す
る
。
も
っ
と
も
本
家
の
み
の
内
訳
な
の
で
、
裏
通
り
二
0
軒
の
借
地
人
の
職
業
構
成
は
西

新
田
町
と
大
差
は
な
い
。

来
住
町
人
の
困
窮
【
9
0】

来
住
町
人
の
生
活
は
農
村
に
い
た
場
合
同
様
に
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
寛
文

一
0
年

[
-
六
七

O
J
の
不
作
に
よ
り

(18
)

か
し
ま
い

多
く
の
町
人
が
飢
餓
に
迫
ら
れ
た
。
「
城
端
町
有
文
書
」
に
は
寛
文

―一

年
三
月
、
五

0
0
石
の
貸
米
を
し
、
無
利
子
五

い
る
。
「
城
端
町
有
文
書
」

で
は
、
同
年
六
月
に
な
っ
て
四
名
の
町
人
を
救
済
（
無
利
子
で

一
0
0
目
ず
つ
貸
し
与
え

る
）
す
る
よ
う
に
指
示
し
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
場
合
に
は
町
奉
行
に
申
し
出
る
よ
う
命
じ
て
い
る
と
あ
る
。

労
働
人
口
の
受
入
先
【
9
2】

[
―
六
九
三
]

に
も

年
賦
で
返
済
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

「
城
端
町
旧
記
」

商
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。

兼
業
が
極
め
て
多
い
。

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
貢
納
入
に
困
っ
た
農
民
が
移
住
し
、

に
よ
る
と
、

て

ま

え

ふ

に

よ

い

の

も

の

町
役
人
は
手
前
不
如
意
之
者
が
多
い
と
書
い
て の

(18)
城
端
町
有
文
書

一
、
五
百
石
城
ケ
端
町
中
及
飢
者
共
二
御
貸
米

代
銀
弐
拾
五
貫
目
丁
銀
壱
石
二
付
五
拾
目
宛

此
銀
寛
文
十

一
年
之
暮
ヨ
リ
五
ケ
年
二
返
上
可
仕
分

右
年
季
之
通
取
立
可
上
之
也
。
右
之
内
取
立
之
覚

篠
嶋
豊
前

寛文十一年三月十日

家職
田畑
日用稼

（請作）

廉業 36 19 

専業 2 

゜IT!・ 38 19 

目薬允
八溝布

計
中持

1 1 153 

゜゜
34 

1 1 187 

町名1
出丸東下西下

町 1町 1町

下人

。下女 15 
27 36 

87 I 116 

(17)元禄 6年品々帳

西新田町の職業構成の 「表」

(16)元禄 6年品々帳
奉公人の各町別出身地の 「表」
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町
へ
出
て
く
る
労
働
人
口
を
吸
収
し
た
第

一
は
絹
織
物
業
で
あ
っ
た
。
絹
に
関
係
す
る
家
職
分
類
は
、
生
産
者
七
五

軒
、
商
人

―二
五
軒
、
下
請
人

一
三
一

軒
の
合
わ
せ
て
三
三
一

軒
に
及
ん
で
、
総
軒
数
六
八
六
軒
の
約
半
数
に
及
ぶ
。
兼

し
ょ
う
さ

業
を
考
慮
し
て
も
、
元
禄
の
城
端
が
絹
業
に
依
存
す
る
度
合
が
極
め
て
深
か
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

絹
屋
は
仲

さ
ら
に
多
く
の
労
働
人
口

さ
ら
に
絹
業
者
た
ち
は
多
数
の
下
人
や
下
女
を
使
用
し
て
労
働
人
口
を
吸
収
し
た
。
特
に
前
記
下
女
の
比
率
が
高
い
の

お

り

め

(19
)

は
、
大
巌
の
織
女
を
使
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
多
く
の
部
分
を
下
請
け
に
出
し
て
い
た
よ
う
で
、
「
城
端
町
旧

こ
こ
ろ
え
か
た
も
う
し
わ
た
し
お
ぼ
え

記
」
に
あ
る
文
化
三
年

[-
八
0
六
]
「
町
中
絹
屋
並
繰
屋
懸
機
繰
廻
屋
等
心
得
方
申
渡
覚
」
に
よ
れ
ば
、

な

か

が

い

に

ん

し

た

し

ょ

く

に

ん

き

ん

ざ

い

間
を
組
織
し
、
仲
買
人
を
通
じ
て
下
職
人
に
卸
し
て
い
た
。
こ
れ
は
近
在
の
村
々
に
も
及
び
、

う
け
さ
く

次
い
で
受
け
入
れ
た
の
は
田
畑
請
作
で
あ
る
。
町
人
の
身
分
で
は
自
作
の
権
利
が
な
い
の
で
、
実
質
は
と
も
か
く
請
作

と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。
田
畑
請
作
数
は

―二
四
軒
で
東
新
田
・
西
新
田
・
大
工
町
で

一
〇
二
軒
を
占
め
る
。
改
作
法
に

よ
り
農
村
を
締
め
出
さ
れ
た
者
が
こ
の
あ
た
り
に
多
く
、
大
部
分
は
兼
業
で
あ
る
。

は

た

か

た

く

さ

だ

か

こ

く

畠
方
は
そ
れ
ぞ
れ
宅
地
面
積
に
比
例
し
て
持
つ
こ
と
と
さ
れ
、
町
の
総
草
高
は
二
八
八
石
で
、
う
ち
畠
方
年
貢
米
高
は

一
七
三
石
に
及
び
、
約
六
割
の
高
率
で
あ
る
。
こ
の
た
め
畠
方
の
全
部
を
請
作
に
出
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
仮
に

半
分
が
請
作
に
出
さ
れ
た
と
仮
定
す
れ
ば

一
人
平
均

一
石
余
の
請
作
と
な
る
。
自
作
農
の
標
準
持
高
は

一
0
石
で
あ
っ
た

の
で
、
請
作
の
零
細
さ
が
想
像
さ
れ
る
。

町
人
資
本
の
農
村
へ
の
浸
透
【
9
5】

在
郷
町
の
城
端
は
、
城
下

町
の
よ
う
に
武
士
と
い
う
巨
大
な
消
費
者
を
持
た
な
い

。

他
領
•
他
国
を
相
手
に
す
る
絹
商

を
除
い
て
は
、
町
人
相
互
間
ま
た
は
農
村
を
対
象
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
当
然
そ
の
需
要
に
も
限
り
が
あ
っ
て
町
の

成
長
に
も

一
定
の
限
界
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
町
人
の
賽
本
を
農
村
へ
の
投
資
対
象
と
す
る
と
改
作
法
に
ふ
れ
た
。

封
建
社
会
の
唯

一
の
収
入
源
は
土
地
の
生
産
力
で
あ
り
、
農
民
の
年
貢
が
大
部
分
を
占
め
、
農
民
は
土
地
を
耕
し
年
貢

を
納
め
る
道
具
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
改
作
法
は
、
こ
の
農
民
を
土
地
に
安
定
さ
せ
て
生
産
力
の
向
上
を
屈
り
、
年
貢
を

ぞ

う

ち

ょ

う

が

ん

も

く

増
徴
す
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
い
た
。

だ
の
う
つ
い
ほ
う

承
応
二
年

[-
六
互
―-
]
藩
は
増
課
さ
れ
た
年
貢
を
完
全
収
納
す
る
た
め
、
惰
農
追
放
政
策
を
と
っ
た
。
こ
の
た
め
農

を
消
化
し
得
た
。

；
~

ー
，

-L'
A
“
`
 

日
・
ふ
s
>、
1

一t
今ハへ0
・ィ
lil令

I
 ヽ

~
 ＇ 

ヽ

:,
J
入

(，
．
‘,
t
;
`
．
じ
ィ
ー
r勺
9
,
｀
し・

．．
 
鼻

応

・

々

、i
.、

．

．
 

.`
 

，
 

-L'
t
?
 

俯

ふ`
t
i
4
.i.
"
5、̀．．
 
ざ
'‘

一
そが
ふ‘
丘）・

e:'ー＇

}，
名
な

ヽ

一ぷ“
名り
＾
ら

r¢,？
・C,
＇
Z
.. 

3
g
.
 `
 

(19)
城
端
町
旧
記

「町
中
絹
屋
並
繰
屋
懸
機
繰
廻
屋
等
心
得
方
申
渡

此
」

、.f
り
／
4

t.

＾
 

ヽ

•. 

’
 

,‘e ．4-
ち

元緑品々帳 （その三）
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城端町の成立

透
す
る
な
ど
、
次
第
に
貨
幣
経
済
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
っ
た
。

済
す
る
他
は
な
く
、
町
に
出
て
生
活
す
る
身
と
な
っ
た
。

一
定
の
条
件
下
で
の
土
地
売
買
を
公
認
す
る
。
「
元
禄

し
ゃ
く
ぎ
ん

民
は
年
貢
を
不
納
す
れ
ば
村
を
追
放
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
城
端
な
ど
の
町
人
か
ら
借
銀
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ

し
き
か
り
ま
い
い
っ
さ
い

明
暦
二
年

[
-
六
五
六
]
加
賀
藩
は
、
藩
が
貸
し
与
え
て
い
た
敷
借
米
を

一
切
免
除
す
る
と
と
も
に
、
何
者
も
農
民
に

対
し
て
貸
借
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
は
在
郷
町
の
町
人
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
法
の
裏
を

(20
)

（

21
)じ
ょ
う
お
う

く
ぐ
っ
て
農
民
に
貸
借
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
「
明
暦
の
覚
書
」
や
寛
文
六
年
[
-
六
六
六
]

-―

月
の
「
承
応

御
触
書
」
（
畑
家
所
蔵
文
書
）
に
も
貸
付
禁
止
令
を
破
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
利
益
を
農
民
に
返
付
す
る
こ
と
を

る
い
ぞ
う

改
作
法
以
前
か
ら
田
地
の
売
買
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
農
民
の
借
銀
が
累
増
す
る
と
唯

一
の
財
産
を
売
り
払
っ
て
完

な
お
、

五
か
山
は
食
糧
自
給
が
む
つ
か
し
く
、
冬
期
間
の
交
通
が
途
絶
す
る
と
い
う
特
殊
な
経
済
構
造
を
も
っ
た
め
、

ひ
き
あ
て

以
前
か
ら
の
慣
習
に
し
た
が
っ
て
城
端
•
井
波
の
商
人
が
五
か
山
の
生
産
物
資
を
引
当
に
貸
し
付
け
す
る
こ
と
が
公
認
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
他
の
農
村
に
も
影
響
し
て
、
種
々
の
名
目
で
貸
付
が
続
け
ら
れ
、
町
の
商
業
資
本
が
農
村
へ
浸

(22) 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
藩
は
改
作
法
に
よ
り
貸
借
を
厳
禁
す
る
方
針
を
堅
持
し
た
。
「
武
田
氏
蔵
文
書
」
に
は

と

む

ら

(23
)

寛
政
元
年
[
-
七
八
九
]
に
砺
波
及
び
射
水
郡
の
十
村
へ
の
命
令
が
あ
り
、
「
諸
事
御
触
抜
書
」
に
は
貞
享
三
年

[
-
六

お
ぼ
え
が
き

八
六
]
に
今
石
動
奉
行
か
ら
城
端
役
人
へ
の
命
令
党
書
が
あ
る
。

し
か
し
、
商
人
資
本
が
高
利
貸
付
と
土
地
の
買
付
け
に
投
じ
ら
れ
た
が
、
町
奉
行
支
配
下
の
城
端
町
で
は
把
握
が
困
難

で
あ
る
。
宿
立
や
町
立
(
+
村
支
配
）

の
町
で
は
土
地
買
い
集
め
の
実
状
を
明
ら
か
に
で
き
る
。

き
り
だ
か
し
ほ
う

ま
た
藩
が
元
禄
六
年
[
-
六
九
三
]
に
切
高
仕
法
を
公
布
し
、

品
々
帳
」
が
こ
の
年
に
調
査
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
意
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

ざ

っ

た

城
端
商
人
資
本
の
農
村
へ
の
浸
透
は
、
土
地
の
み
で
な
く
雑
多
な
形
で
行
わ
れ
た
。
下
人
下
女
三
人
以
上
を
使
用
し
て

は
っ
こ
う
ふ

い
た
家
は
八
六
軒
に
及
び
、
そ
の
家
業
を
調
べ
る
と
、
七

一
軒
も
が
絹
屋
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
八
講
布
・
絹
仕
入
が

一

五
軒
、
貸
方
・
質
屋

―一

軒
な
ど
を
み
て
も
、
農
村
を
対
象
に
し
た
資
本
・
職
業
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

命
じ
て
い
る
。

ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
。

貞
亨
三
年
四
月
二
十
七
日

城
端
役
人
共

明
暦
・

三
月
二
日

岡
嶋
、
津
田
殿

篠
嶋
豊
前

(20)

明
暦
の
覚
書

巽

一
、
先
年
御
郡
中
開
作
二
被
仰
付
候
以
後
、
百
姓
ニ

金
銀
米
銭
等
貸
申
義
堅
御
停
止
二
候
処
、
百
姓
等
か

し
物
並
月
を
の
へ
加
利
足
を
売
物
等
二
仕
な
し
、
又

．
 

(21)

承
応
御
触
書

一、

先
年
御
領
国
中
改
作
被
仰
付
剋
、
百
姓
等
江
か

し
物
有
之
候
付
而
、
金
銀
米
銭
借
申
俵
停
止
之
事

一
、
売
物
二
仕
な
し
月
を
の
へ
品
を
替
借
申
儀
、
無

用
之
事
。

寛
文
六
年
十

一
月

(22)
武
田
氏
蔵
文
書

一
、
金
銀
米
等
代
方
之
義
、
御
定
も
有
之
、
面
々
兼

而
承
知
之
通
二
候
。
然
所
箕
方
不
行
届
之
者
共
も
有

之
申
分
仕
人
々
手
前
二
而
埒
明
不
申
場
二
至
及
断

候
。
…
…
不
埒
無
之
様
二
厳
諏
二
可
申
渡
候
。

党
政
元
年
七
月
二
十
八
日

砺
波
・
射
水
郡
十
村

(23)
諸
事
御
触
抜
書

党

一
、
質
地
取
候
者
、
年
貢
不
出
之
質
地
に
遺
置
無
田

地
者
方
よ
り
年
貢
役
等
勤
者
有
之
由
相
聞
。
不
届
之

至
候
。
堅
停
止
之
事
。

一
、
田
畑
永
代
売
買
…
・
:

右
紙
面
之
通
尤
御
年
寄
家
よ
り
由
来
、
則
公
催
御
別

紙
御
伐
書
写
遺
候
。
…
…

前
田
七
郎
兵
衛
他
七
名
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れ
る
。

元
和
五
年
の
家
数
【
1
0
4】

ほ
ん
ひ
ゃ
く
し
ょ
う

元
和
五
年

[-
六

-
九
]
利
波
郡
の
町
村
の
家
数
（
実
数
で
は
な
く
、
年
貢
負
担
者
の
本
百
姓
数
）
を
報
告
し
た

い
え
だ
か

「
元
和
五
年
利
波
郡
家
高
ノ
新
帳
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
城
端
町

一
四
七
軒
、
井
波
町
六
八
軒
、
村
部
で
は
蓑
谷

一

七
軒
、
北
野

一
三
軒
な
ど
の
蓑
谷
組
七
村
合
計
七
五
軒
、
お
可
や

一
一
軒
、
金
戸

一
0
軒
、
野
田
五
軒
、
こ
れ
安

一
三
軒

な
ど
の
セ
と
組

―二
村
合
計
八
九
軒
な
ど
と
あ

っ
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
比
較
し
て
著
し
く
家
数
が
少
な
い
の
が
注
目
さ
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